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主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況

１．企業集団の現況に関する事項

⑴ 主要な事業内容
　当社グループは、建設事業を主な事業内容としております。
　主な事業会社である当社は、建設業法により特定建設業者（（特－８）第114号）として国土
交通大臣許可を受け、電気工事（配電工事、ビル・工場等の一般電気工事、送電線工事、発変電
所工事等）、情報通信工事（電気通信工事、計装工事等）、環境関連工事（空調管工事等）、内
装設備工事及び土木工事並びにその他これらに関連する事業をおこなっています。

ア．本 店 大阪市北区本庄東２丁目３番41号
イ．東 京 本 社 東京都江東区豊洲２丁目１番５号
ウ．支店、支社

区分 支店、支社
大阪府 中央支店（13）、大阪支社、電力支社（2）
近畿地方
(大阪府を除く)

京都支店（７）、神戸支店（６）、姫路支店（６）、奈良支店（４）
和歌山支店（６）、滋賀支店（５）

北海道地方 北海道支社（４）
東北地方 東北支社（５）
関東地方 東京支社（１）、横浜支社（１）、東関東支社（４）、北関東支社（３）
中部地方 中部支社（12）
中国地方 中国支社（７）
四国地方 四国支社（４）
九州地方
(沖縄県を含む) 九州支社（６）

エ．海外事務所 シンガポール事務所、グアム事務所、ヤンゴン事務所、サイパン事務所、
ドバイ事務所

⑵ 主要な事業所
①　当　社

（注）1．2026年２月２日付で、東京本社及び東京支社は東京都江東区豊洲２丁目１番５号に移転いたしました。
　　　2. 東北支社は宮城県に、東関東支社は千葉県に、北関東支社は埼玉県に、中部支社は愛知県に、中国支社は広島県

に、四国支社は香川県に、九州支社は福岡県に所在しています。
3. （　　）内は支店、支社管下の事業所数を記載しています。
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主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況

オ．研 修 施 設 きんでん学園（兵庫県西宮市）
人材開発センター（千葉県印西市）

カ．研  究  所 技術研究所（東京都江東区）
京都研究所（京都府木津川市）

②　重要な子会社
ア．国　内　　　近電商事株式会社（大阪市中央区）

株式会社西原衛生工業所（東京都港区）
株式会社ＦＥＮ（東京都江東区）
株式会社北弘電社（札幌市中央区）
きんでん東京サービス株式会社（東京都江東区）
きんでん関西サービス株式会社（大阪市東成区）
きんでんサービス株式会社（大阪市浪速区）
株式会社きんでんスピネット（大阪市北区）

イ．海　外　　　ユー・エス・キンデン・コーポレーション（米国ハワイ州）
ピー・ティー・キンデン・インドネシア（インドネシア）
キンデン・ベトナム・カンパニー・リミテッド（ベトナム）
キンデン（タイランド）・カンパニー・リミテッド（タイ）
インターナショナル・エレクトロ-メカニカル・サービス（アラブ首長国連邦ドバイ首長国）

従業員数 前期末比増減
15,440名 1,081名増

従業員数（前期末比増減） 平均年齢 平均勤続年数
8,676名（215名増） 41.6歳 19.5年

⑶ 従業員の状況
①　企業集団の状況

（注）従業員数は、就業人員を記載しています。

②　当社の状況

（注）従業員数は、就業人員を記載しています。
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主要な借入先、会社の新株予約権等に関する事項

借入先 借入額
百万円

株式会社みずほ銀行 3,300
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 3,200
株式会社三井住友銀行 3,050
株式会社りそな銀行 1,500

⑷ 主要な借入先

（注) 上記残高には、運転資金の安定的かつ効率的な調達をおこなうため、コミットメントライン契約に基づく借入額が含ま
れております。

（融資限度額 21,000百万円、借入未実行残高 16,500百万円）

２．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

３．会社役員に関する事項

⑴ 社外役員に関する事項
①　取締役　鳥　山　半　六

ア．重要な兼職先と当社との関係
　弁護士法人色川法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。

イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係
　該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
　鳥山半六氏は、当期開催の取締役会９回のすべてに出席し、企業法務に精通した弁護士
としての豊富な経験や幅広い知識・見識と、社外取締役としての独立性を持った立場か
ら、積極的な発言をおこない、取締役会の意思決定の適正性の確保に貢献しております。
また、同氏は、当事業年度において開催された指名・報酬等諮問委員会での当社役員の指
名・報酬の審議への参加等により、独立性を持った客観的立場から経営陣の監督に努めて
おり、その期待される役割を果たしております。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。

②　取締役　髙　松　啓　二
ア．重要な兼職先と当社との関係

　該当事項はありません。
イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係

　該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

　髙松啓二氏は、当期開催の取締役会９回のすべてに出席し、その経営者としての豊富な
業務経験並びに経営全般に関する優れた知識・見識と、社外取締役としての独立性を持っ
た立場から、積極的な発言をおこない、取締役会の意思決定の適正性の確保に貢献してお
ります。また、同氏は、当事業年度において開催された指名・報酬等諮問委員会での当社
役員の指名・報酬の審議への参加等により、独立性を持った客観的立場から経営陣の監督
に努めており、その期待される役割を果たしております。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

③　取締役　相　良　和　伸
ア．重要な兼職先と当社との関係

　該当事項はありません。
イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係

　該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

　相良和伸氏は、当期開催の取締役会９回のすべてに出席し、建築学の専門家としての幅
広い知識・見識並びに人材開発・育成に対する知見と、社外取締役としての独立性を持っ
た立場から、積極的な発言をおこない、取締役会の意思決定の適正性の確保に貢献してお
ります。また、同氏は、当事業年度において開催された指名・報酬等諮問委員会での当社
役員の指名・報酬の審議への参加等により、独立性を持った客観的立場から経営陣の監督
に努めており、その期待される役割を果たしております。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。

④　取締役　小 久 江 晴 子
ア．重要な兼職先と当社との関係

　双日株式会社と当社との間には特別な取引関係はありません。
イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係

　該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

　小久江晴子氏は、当期開催の取締役会９回のすべてに出席し、他社でのコーポレート・
ガバナンスの運営・監督等に関する豊富な業務経験と幅広い知見を活かして、社外取締役
としての独立性を持った立場から、積極的な発言をおこない、取締役会の意思決定の適正
性の確保に貢献しております。また、同氏は、当事業年度において開催された指名・報酬
等諮問委員会での当社役員の指名・報酬の審議への参加等により、独立性を持った客観的
立場から経営陣の監督に努めており、その期待される役割を果たしております。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

⑤　取締役　武　藏　扶　実
ア．重要な兼職先と当社との関係

　株式会社ダスキンと当社との間には特別な取引関係はありません。
イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係

　該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

　武藏扶実氏は、当期開催の取締役会９回のすべてに出席し、他社での海外事業における
豊富な業務経験とグローバル経営の知見を活かして、社外取締役としての独立性を持った
立場から、積極的な発言をおこない、取締役会の意思決定の適正性の確保に貢献しており
ます。また、同氏は、当事業年度において開催された指名・報酬等諮問委員会での当社役
員の指名・報酬の審議への参加等により、独立性を持った客観的立場から経営陣の監督に
努めており、その期待される役割を果たしております。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。

⑥　取締役　石　原　美　幸
ア．重要な兼職先と当社との関係

　株式会社UACJと当社との間には取引がありますが、その年間取引額は当社の売上高の
１％未満であります。

イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係
　該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
　石原美幸氏は、取締役に就任した2025年６月25日以降に開催された取締役会７回のす
べてに出席し、その経営者としての豊富な業務経験並びに経営全般に関する優れた知識・
見識と、社外取締役としての独立性を持った立場から、積極的な発言をおこない、取締役
会の意思決定の適正性の確保に貢献しております。また、同氏は、当事業年度において開
催された指名・報酬等諮問委員会での当社役員の指名・報酬の審議への参加等により、独
立性を持った客観的立場から経営陣の監督に努めており、その期待される役割を果たして
おります。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

⑦　監査役　𠮷　岡　雅　美
ア．重要な兼職先と当社との関係

　𠮷岡雅美税理士事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。
イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係

　該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

　𠮷岡雅美氏は、当期開催の取締役会９回のすべてに、また、監査役会10回のすべてに
出席し、税務行政機関での豊富な経験を活かして、税理士としての財務・会計及び税務の
専門的な見地から、取締役会の意思決定の適正性を確保するための発言を必要に応じてお
こなうとともに、常勤の監査役と密接な情報交換をおこない、社外監査役として適切な監
査に努めています。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。

⑧　監査役　鎌　倉　利　光
ア．重要な兼職先と当社との関係

　檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。また、ト
ーカロ株式会社と当社との間には取引がありますが、その年間取引額は当社の売上高の
１％未満であります。

イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係
　該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
　鎌倉利光氏は、当期開催の取締役会９回のうち７回に、また、監査役会10回のうち９
回に出席し、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験を活かして、客観的かつ専門
的な見地から、取締役会の意思決定の適正性を確保するための発言を必要に応じておこな
うとともに、常勤の監査役と密接な情報交換をおこない、社外監査役として適切な監査に
努めています。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

⑨　監査役　長　　　　　勇
ア．重要な兼職先と当社との関係

　株式会社椿本チエインと当社との間には取引がありますが、その年間取引額は当社の売
上高の１％未満であります。

イ．当社又は当社の特定関係事業者との親族関係
　該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
　長勇氏は、当期開催の取締役会９回のすべてに、また、監査役会10回のすべてに出席
し、経営全般を統括された豊富な経験を活かして、客観的な見地から、取締役会の意思決
定の適正性を確保するための発言を必要に応じておこなうとともに、常勤の監査役と密接
な情報交換をおこない、社外監査役として適切な監査に努めています。

エ．当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。
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会計監査人の状況

区分 監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬
百万円 百万円

当社 55   5
連結子会社   3   1

計 59   7

４．会計監査人の状況

⑴ 会計監査人の名称
ひびき監査法人

⑵ 責任限定契約の内容の概要
　責任限定契約は締結しておりません。

⑶ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）1.　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額
を区分しておらず、実質的にも区分できないため、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載していま
す。

2. 当社の連結子会社におきまして、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に
相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けているもののうち、重要なものは以下のとおりです。

株式会社西原衛生工業所、株式会社北弘電社、ユー・エス・キンデン・コーポレーション、
ピー・ティー・キンデン・インドネシア、キンデン・ベトナム・カンパニー・リミテッド、
キンデン（タイランド）・カンパニー・リミテッド、インターナショナル・エレクトロ-メカニカル・サービス

3. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切である
かどうかについて必要な検証をおこなったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑷ 非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）とし
て、子会社の財務内容調査及び財務デューデリジェンス業務を委託し、対価を支払っておりま
す。

⑸ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は会計
監査人を解任します。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合に
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会が決定しま
す。
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会社の体制及び方針

５．会社の体制及び方針

⑴ 業務の適正を確保する体制に関する基本方針
①　基本的考え
　当社並びに子会社の取締役及び従業員（執行役員を含む。以下同じ。）一人ひとりが、文化
生活に不可欠な電気をはじめとするエネルギーや情報通信に携わる者としての高い職務倫理を
有し、社会的良識を持って行動しなければならないということを徹底していく。
　これを実現するため、風通しの良い職場環境を作り、円滑なコミュニケーションを通じて、
業務の適正を確保するとともに、見直しを繰り返すことにより、その改善・強化を図るものと
する。
②　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア．コーポレート・ガバナンス
　業務執行の的確化・適正化・迅速化と事業環境の変動に、柔軟に対応するためには、コー
ポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識し、「事業内容の透明性の向
上」と「法令遵守（コンプライアンス）の強化徹底」を重点施策に掲げて、コーポレート・
ガバナンスの強化に努める。
イ．コンプライアンス
　取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下でその職務を遂行する
ため、取締役会は「きんでんグループ行動指針」を制定する。併せて、コンプライアンス
委員会を設置してその実効を確保するとともに、社長は繰り返しその精神を取締役及び従
業員に伝えることにより、法令遵守があらゆる事業活動の前提であることを徹底する。
　各々の担当分野の業務においてコンプライアンスに係る規程・ガイドラインの制定、委
員会の設置、取締役・従業員教育等をおこない、コンプライアンスに関する体制を確保す
る。
　内部通報制度
　役員及び従業員は、法令・定款違反、社内規則違反あるいは社会通念に反する行為がお
こなわれていることを知ったときは、「きんでんグループ行動指針」に基づき、通報す
る。
　通報した役員及び従業員の保護を図るとともに、透明性を維持した的確な対処の体制を確
保する。
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ウ．財務報告の適正性確保のための体制
　経理規程その他社内規程を遵守して職務を遂行するとともに、会計基準その他関連する諸
法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保する。
エ．内部監査
　社長直轄の業務監理室を設置し、業務監理室の監査を中心とした内部監査システムを確保
する。業務監理室は、業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守の状況、職務の執行
の手続及び内容の妥当性等について、内部監査を実施し、その結果を社長及び監査役に報告
するとともに、取締役会及び監査役会に報告する。また、業務監理室は、内部監査によって
判明した指摘事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施する。

③　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア．取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、経営執行会議議事録、
経営会議議事録等の重要な職務執行に係る情報が記載された文書（電磁的記録を含む。以下
同じ。）を、関連資料とともに、重要文書管理規程その他の社内規程の定めるところに従
い、保存（保管）責任者を定め、適切に保存し、管理する。
イ．取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。
④　損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理）
ア．リスクの発生予防、発生時の損失の回避・低減を図るため定めたリスク管理規程の定める
ところにより、リスク管理の効果をあげるものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社
的対応のためにリスク総括箇所を定めるとともに、各々の担当分野の業務に付随するリスク
管理は各担当部署がおこなうこととする。
イ．リスク管理に関する体制を整備するため、リスク管理委員会を置くとともに、各々の担当
分野の業務において、規程・ガイドラインの制定、委員会の設置、取締役・従業員教育等を
おこなうものとする。
ウ．次の経営管理システムを用いて、事業活動に伴うリスクを継続的に監視し、リスクの回
避・低減を図る。
　全社に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するために、
主要な取締役で経営会議を組織し、審議する。
　業務運営の状況を把握し、その改善を図るために、内部監査を実施する。

⑤　取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
ア．決裁権限規程、業務分掌に係る規程等、各種社内規程を定め、職務権限及び意思決定ルー
ル並びに責任の明確化により、適正かつ効率的に職務の執行がおこなわれる体制を確保す
る。
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イ．次に記載の経営管理システムを用いて、取締役及び従業員の職務遂行の効率性を確保す
る。
　経営会議及び経営執行会議を設置し、全般的経営方針、経営計画その他職務執行に関す
る重要事項を協議する。さらに、社長、経営会議又は経営執行会議の意思決定を適法・適
正かつ効率的におこなうために、各種社内委員会・審査会を設置し、各々の担当分野にお
ける経営課題について慎重な協議・検討・審査をおこない、社長、経営会議及び経営執行
会議の意思決定に資する。
　目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るために、全社及び各子
会社の目標値を設定し、それに基づく業績管理をおこなう。
　四半期ごとに目標の達成度を把握・評価し、結果をフィードバックすることにより、業
務の実効性を確保する。必要に応じて、目標未達の要因を分析し、その要因の除去・低減
のための改善策を実施するものとし、業務運営の状況を把握し、改善を図るために、内部
監査を実施する。

⑥　企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア．子会社に対する対応

　前記②～⑤に定める体制の整備等については、子会社を含むものとし、子会社ごとに主
管部署を定め、子会社の経営を管理・指導する。
　子会社の業務運営に係る規定を設け、一定の事項について、子会社で決定・実行する前
に当社に承認を求め、又は報告することを義務付ける。
　子会社には、取締役及び監査役を派遣し、業務の適正を確保する。また、当社の監査役
は、グループ監査役会を開催する。

イ．関西電力株式会社に対する対応
　関西電力株式会社の内部統制を推進する組織との連携体制を構築する。
　当社は、関西電力株式会社の関連会社として独自の意思決定によって事業運営をおこな
う一方、関西電力株式会社が制定する経営理念等のグループ会社に関する規定に沿って、
グループ会社の一員としての自覚と責任を持って、事業活動を展開していく。

⑦　監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
ア．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
　監査役の職務を補助する専任の組織として監査役室を設け、監査役を補助する知識、能
力を有する従業員（以下、「監査役スタッフ」という。）を２名以上選任する。
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　監査役スタッフは、事務局として定期的にグループ監査役会を運営し、グループ内での
情報共有を図る。

イ．監査役スタッフの取締役からの独立性に関する事項
　監査役会は、監査役スタッフの人事（人事異動、人事評価、懲罰を含む。）の決定にあ
たっては、事前に人事担当役員から報告を受け、必要な場合は人事担当役員に対して変更
を申し入れることができる。
　監査役スタッフは、当社並びに子会社において業務の執行に係る役職は兼務せず、取締
役の指揮命令に服さないものとする。

ウ．監査役の監査役スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査役スタッフは、監査役の指示に従いその職務をおこなう。
　監査役スタッフは、必要な情報収集のために監査役の指示を受けて、執行側各部署が開
催する会議に出席したり、業務執行に関する調査をおこなうことができる。

エ．監査役への報告に関する体制
　取締役及び使用人が監査役に報告する体制
ａ　重要会議への出席
　監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、経営
執行会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等その他の重要な会議に出席
し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
ｂ　取締役等の報告義務
　取締役及び従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく報告
する。
⒜　全社的に影響を及ぼす重要事項に関して取締役が決定した内容
⒝　業務監理室等がおこなう内部監査の内容及び結果
⒞　内部通報制度による通報の状況
⒟　行政処分の内容
⒠　その他著しい損失等会社経営に重大な影響を与える事象が発生したとき、又は発生
することが予想されるとき
⒡　前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項
　子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受
けた者が監査役に報告するための体制
ａ　子会社を主管する部署は、監査役に対して、前記⑥アに基づき報告を受けた子会社の経
営等に関する重要決定事項や子会社に対する業務調査の実施結果を遅滞なく報告する。
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ｂ　子会社の監査役は、グループ監査役会に出席して子会社の監査の状況を監査役に報告
する。

オ．前記エの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
　きんでんグループ行動指針に基づき、違反行為に関する報告・相談をおこなった従業員
や事実調査に協力した従業員に対して、そのことを理由として、不利な取扱いをおこなわ
ず、各職場においてそのような取扱いが生じないように最善の注意を払う。
　内部通報規程に基づき、通報したことを理由に通報者に対する不利な取扱いの禁止を徹
底する。

カ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　通常の監査費用については、監査計画に基づいて予算化する。
　計画外の監査の発生に備えて一定額を特別費用として予算に組み込む。特別費用で不足
が生じることが予想される場合は、監査役は予算執行部門に事前連絡の上、必要費用の負
担を会社に求めることができる。

キ．その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制等
　代表取締役と監査役との定期会合
　代表取締役と監査役との間で、定期的に会合を持ち、情報交換や業務執行状況を報告・
検討する機会を設ける。
　業務監理室と監査役との連携等
　業務監理室は、内部監査の方針・計画について監査役と事前協議をおこなうとともに、
定期的に会合を持ち、その監査結果及び指摘事項等について意見交換するなど、密接な情
報交換及び連携を図る。また、監査役及び業務監理室は、会計監査人とも連携を図るもの
とする。
　会計監査人の職務の遂行を確保するための体制の構築
　監査役は、会計監査人の職務の遂行が適正に実施される体制が確保されていることを確
認し、必要なときは、取締役に対して、会計監査人の職務の遂行を確保するための体制の
構築に関して申し入れることができる。
　外部専門家の起用
　監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士・コンサルタ
ントその他の外部専門家を独自に起用することができる。
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⑵ 業務の適正を確保する体制に関する基本方針の運用状況の概要
①　基本的考えについて
　当社グループ内のコンプライアンス意識の高揚・徹底を図るため、「きんでんグループ行動
指針」を制定し、取締役及び従業員全員に周知をおこなっております。
②　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
　コンプライアンス委員会（経営会議構成員・監査役代表者・コンプライアンス担当役員で構
成）を年２回開催し、法令及び定款の遵守状況について確認しております。
　また、財務報告に関わる内部統制については、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
基準」に基づき適正に実施しております。
　さらに、コンプライアンス上疑義のある行為について通報を受け付ける窓口を設置し、通報
者の保護を明確にした内部通報制度を適切に運用しております。
③　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
　株主総会議事録等の法定文書のほか、取締役の職務執行に係る情報が記載された文書は、社
内規程に基づき保存（保管）責任者を定めて適切に管理しております。取締役及び監査役は必
要に応じこれらの文書を閲覧しております。
④　損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理）について
　リスク管理機能の強化を目的としたリスク管理委員会（担当役員と本店・東京本社の主要な
部の長で構成）を年２回開催し、全社リスクの評価検討等をおこなっております。また、社長
直轄の業務監理室が子会社も含めた全部署を対象に業務運営の状況について、監査を実施し、
その結果を社長及び監査役に報告するとともに、取締役会及び監査役会に報告しております。
　事業継続計画(ＢＣＰ)の一環として、全事業所で防災訓練を実施しており、物的・人的被害
の最小化対策や初動及び業務継続対策に取り組んでおります。
⑤　取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制について
　会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以外の会社経営全般にわたる方
針、計画の樹立及び経営活動の具体的な推進は、経営会議（月２回開催、代表取締役等で構
成）及び経営執行会議（月２回開催、経営執行役員で構成され常勤の監査役も出席）に権限を
委譲することにより、効率的な会社運営に努めております。
　加えて、2025年６月より経営執行役員制度を導入し、取締役会は「監督」、執行機関は
「業務執行」に注力できる体制を整備し、監督と執行の役割を明確化することで、取締役会に
おける監督機能の強化、執行機関における業務執行の迅速化及び執行機能の強化を図っており
ます。
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　また、指名・報酬等諮問委員会（適宜開催、社外取締役及び会長、社長で構成）を設置し、
取締役・監査役の指名及び取締役の報酬に係る事項等について諮問しております。
⑥　企業集団における業務の適正を確保するための体制について
　子会社に対する管理は社内規程により、一定の事項について当社に対する事前承認又は報告
を義務付けております。加えて、当社から子会社に取締役及び監査役を派遣し業務の適正を確
保するとともに、グループ監査役会において子会社の監査状況を確認しております。
　また、当社は関西電力株式会社と連携体制を構築するとともに、関西電力グループの経営理
念や行動規範に沿って事業活動を展開しております。
⑦　監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制について
　監査役は重要な会議に出席するとともに、監査役が指定した事項について報告を受けており
ます。また、監査役は定期的に代表取締役や社外取締役と会合を持つほか、業務監理室及び会
計監査人とも適宜情報交換をおこない、実効的な監査に努めております。
　監査役スタッフは、取締役の指揮命令に服さず監査役の指示に従いその職務をおこなってお
ります。

⑶ 会社の支配に関する基本方針
　当社は、企業価値の向上を図っていくことが最重要課題であると考えています。また、当社取
締役会の同意を得ることなくおこなわれる当社株式の大量買付け行為につきましては、その受入
れの当否は最終的には株主の皆様のご判断に委ねるべきものであると認識していますが、明らか
に株主共同の利益を害するような会社買収に対しては対抗していく所存であります。

（注）1.　本事業報告中、百万円単位の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てしています。
2.　本事業報告に掲げている金額には、消費税等は含んでいません。
3.　本事業報告における数値は、特に記載のない場合、当期末現在のものであります。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書
(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 26,411 29,210 476,757 △3,461 528,917
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △21,845 △21,845
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 69,447 69,447

自 己 株 式 の 取 得 △8,246 △8,246
自 己 株 式 の 処 分 239 3,614 3,853
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 － 239 47,602 △4,632 43,209

当 期 末 残 高 26,411 29,449 524,359 △8,093 572,126

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 非 支 配 株 主
持 分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 51,350 5,383 13,391 70,126 694 599,738
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △21,845
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 69,447

自 己 株 式 の 取 得 △8,246
自 己 株 式 の 処 分 3,853
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 17,014 △147 2,246 19,112 △164 18,948

当 期 変 動 額 合 計 17,014 △147 2,246 19,112 △164 62,157
当 期 末 残 高 68,365 5,235 15,637 89,239 529 661,895

(単位：百万円)
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連 結 注 記 表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
⑴ 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社数　25社
・主要な連結子会社の名称

近電商事㈱
㈱西原衛生工業所
㈱ＦＥＮ
㈱北弘電社
きんでん東京サービス㈱
きんでん関西サービス㈱
きんでんサービス㈱
㈱きんでんスピネット
ユー・エス・キンデン・コーポレーション
ピー・ティー・キンデン・インドネシア
キンデン・ベトナム・カンパニー・リミテッド
キンデン（タイランド）・カンパニー・リミテッド
インターナショナル・エレクトロ-メカニカル・サービス
なお、㈱北弘電社については、2025年４月１日の株式の取得により当連結会計年度より連結子会社
とした。

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称

きんでん蓄電池ファンド合同会社
・連結の範囲から除外した理由

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余
金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外して
いる。

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の関連会社の状況

・持分法適用の関連会社数　１社
・持分法適用の関連会社の名称

㈱近貨
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② 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社の状況
・持分法非適用の非連結子会社の名称

きんでん蓄電池ファンド合同会社
・持分法非適用の関連会社の名称

㈱サンユー他３社
・持分法を適用しない理由

持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ
重要性がないため持分法の適用範囲から除外している。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、ユー・エス・キンデン・コーポレーション、ワサ・エレクトリカル・サービス・イン
ク、ピー・ティー・キンデン・インドネシア、キンデン・フィルス・コーポレーション、キンデン・ベト
ナム・カンパニー・リミテッド、キンデン（タイランド）・カンパニー・リミテッド、インターナショナ
ル・エレクトロ-メカニカル・サービスの決算日は12月31日である。連結計算書類の作成にあたっては、
同決算日現在の計算書類を使用している。ただし、１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生
した重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。
上記以外の連結子会社の事業年度は連結計算書類作成会社と同一である。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算
定）

市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

デリバティブ
時価法
棚卸資産
未成工事支出金

個別法による原価法
材料貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、主として定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を
採用し、在外連結子会社は主に定額法を採用している。
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物及び構築物　　　　　　　10年～50年
機械装置及び運搬具　　　　　 3 年～22年

無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用している。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

③ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち、損失の発生が見込ま
れ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上している。
完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合責任により要する費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高のうち
当社及び連結子会社に契約不適合責任のある完成工事高に対し、将来の見積補償額に基づいて計上し
ている。
役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上している。
役員退職慰労引当金
国内連結子会社の一部は役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退任慰労金内規に基づき計算し
た当連結会計年度末要支給額を計上している。

④ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については
振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。
退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上している。
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なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方
法については、当社は給付算定式基準、連結子会社は期間定額基準によっている。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（主として15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し
ている。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による
定額法により費用処理している。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ
るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却することとしている。ただし、金額
が僅少なものについては、発生した会計期間の費用として計上している。
収益及び費用の計上基準
当社グループは、電気工事（配電工事、ビル・工場等の一般電気工事、送電線工事、発変電所工事
等）、情報通信工事（電気通信工事、計装工事等）、環境関連工事（空調管工事等）、内装設備工事
及び土木工事並びにその他これらに関連する事業を営んでいる。
主な履行義務の内容としては、顧客との契約において受注した上記の工事等について、施工して引渡
す義務を負っている。
一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の進捗度を合理的に見積ることができる
場合は、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し（進捗度の見積りは発生原価に基づく
インプット法）、進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する
費用を回収することが見込まれる場合は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができ
る時まで、原価回収基準を適用している。
また、契約における取引開始日から、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく
短い工事契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。

２. 表示方法の変更
（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において「無形固定資産」に含めていた「のれん」は、金額的重要性が増したため、当連
結会計年度より「無形固定資産」の「のれん」として独立掲記している。

（連結損益計算書関係）
前連結会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、金額的重要性が増
したため、当連結会計年度より「営業外費用」の「支払手数料」として独立掲記している。

前連結会計年度において独立掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」は、金額的重要性が乏しく
なったため、当連結会計年度より「特別利益」の「その他」に含めている。
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前連結会計年度において独立掲記していた「特別損失」の「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しく
なったため、当連結会計年度より「特別損失」の「その他」に含めている。

３. 重要な会計上の見積り
⑴ 一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高　494,688百万円

② その他の情報
当社グループは、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ⑷ 会計方針に関する事
項 ④ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 (ニ) 収益及び費用の計上基準」に記
載のとおり、一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の進捗度を合理的に見積る
ことができる場合は、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法（進捗度の見積り
は発生原価に基づくインプット法）を適用している。一定の期間にわたり収益を認識する方法の適用
にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これ
に応じて完成工事高を算定している。当社グループはこれらの見積りについて、工事の進捗等に伴い
継続して見直しを行っているが、一定の不確実性が伴うことから、翌連結会計年度以降の連結計算書
類において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。

⑵ 工事損失引当金の計上
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

工事損失引当金　8,317百万円
② その他の情報

当社グループは、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ⑷ 会計方針に関する事
項 ③ 重要な引当金の計上基準 (ロ) 工事損失引当金」に記載のとおり、受注工事に係る将来の損失に
備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見
積ることができる工事について損失見込額を見積り、これを基に工事損失引当金を計上している。
当社グループは、見積り及びその基礎となる仮定を継続的に見直しているが、一定の不確実性が伴う
ことから、実際の損失額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識
する金額に重要な影響を与える可能性がある。

⑶ のれん及び顧客関連資産の評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　　　　13,554百万円
顧客関連資産　  2,632百万円
減損損失　　　　  612百万円
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退職給付に係る負債 6,527百万円
退職給付に係る資産 30,995百万円

投資有価証券（株式） 11百万円
投資その他の資産・その他（長期貸付金) 3百万円
合　計 14百万円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 128,605百万円

完成工事原価のうち工事損失引当金繰入額 1,855百万円

② その他の情報
当社グループは、取得による企業結合に伴い、のれん及び顧客関連資産を計上している。当該資産は
今後の事業展開により期待される超過収益力等から発生したものであり、当連結会計年度末におい
て、主に事業計画を基にした将来のキャッシュ・フロー、割引率等についての仮定をもとに、減損の
兆候の有無を確認したうえで減損損失の計上の要否を判断している。
当該仮定については、一定の不確実性が伴うことから、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度
以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性がある。
また、当連結会計年度に㈱ＦＥＮにおいて減損の兆候があると判断し、使用価値を回収可能価額とし
てのれんに係る減損損失を612百万円計上している。

⑷ 退職給付債務
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② その他の情報
当社グループは、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ⑷ 会計方針に関する事
項 ④ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 (ロ) 退職給付に係る会計処理の方
法」に記載のとおり、従業員の退職給付に充てるため、様々な数理計算上の仮定に基づいて退職給付
に係る負債及び退職給付に係る資産を計上している。これらの仮定には、割引率、年金資産の長期期
待運用収益率、退職率、死亡率等が含まれており、当社グループは、使用した数理計算上の仮定は合
理的であると判断しているが、将来の不確実な経済条件の変動等によって当該仮定の見直しが必要と
なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性
がある。

４. 連結貸借対照表関係
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

下記の資産はＰＦＩ事業を営む当社出資会社の借入金の担保に供している。

５. 連結損益計算書関係

６. 連結株主資本等変動計算書関係
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　199,954,180株
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決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日
2025年６月25日

定時株主総会 普通株式 9,937百万円 50.0円 2025年３月31日 2025年６月26日

2025年10月28日
取締役会 普通株式 11,907百万円 60.0円 2025年９月30日 2025年11月28日

決 議 株式の種類 配当金の
総　　額 配当の原資 1株当たり

配 当 額 基 準 日 効力発生日

2026年６月24日
定時株主総会

(予定)
普通株式 13,859百万円 利益剰余金 70.0円 2026年３月31日 2026年６月25日

⑵ 配当に関する事項
① 配当金支払金額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

７. 金融商品関係
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については１年以内の短期運用を中心に、中長期運用を組み合わせた安全性
の高い金融資産で運用し、資金調達については短期的な運転資金を銀行借入により調達している。
デリバティブは為替等の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針である。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関
しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を常に把握する体
制としている。
有価証券及び投資有価証券は、主に債券、株式、譲渡性預金であり、重要事項については経営会議に報
告することとしている。
預け金は、関西電力㈱に対するものであり、契約不履行により生じる信用リスクは僅少であると判断し
ている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが１年以内の支払期日である。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達である。
為替予約は、原材料輸入による外貨建買入債務及び外貨建予定取引の為替相場変動リスクの回避のため
にデリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っている。
デリバティブ取引については、取引権限及び取引範囲を定めた内部規定に基づき、管理・運用を行って
いる。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関
とのみ取引を行っている。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されているが、当社グループでは、各社が月次に資金繰
り計画を作成するなどの方法により管理している。
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連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

⑴　有価証券及び投資有価証券 267,286 266,697 △589
⑵　長期預け金 10,000 9,955 △44

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券

株式 119,487 － － 119,487

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもある。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
る。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額 6,304百万円）は、次表に含めていない。
また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、預け金、支払手形・工事未
払金等及び短期借入金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略している。

(単位：百万円)

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類している。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
　満期保有目的の債券
　　社債 － 27,217 － 27,217
　　譲渡性預金 － 115,000 － 115,000
　　コマーシャルペーパー － 4,991 － 4,991
長期預け金 － 9,955 － 9,955

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式及び社債は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類している。社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における
相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類している。譲渡性預金及びコマー
シャルペーパーは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、帳簿価額によ
っており、レベル２の時価に分類している。

長期預け金
時価は、満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっており、レ
ベル2の時価に分類している。

８. 賃貸等不動産関係
重要性が乏しいため、賃貸等不動産関係の注記を省略した。
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一定の期間にわたり移転される財又はサービス 494,688百万円
一時点で移転される財又はサービス 256,054百万円
　　　　　　　　合計 750,742百万円

顧客との契約から生じた債権（注１） 162,173百万円
契約資産（注１） 98,705百万円
契約負債（注２） 46,884百万円

⑴ １株当たり純資産額 3,340円44銭
⑵ １株当たり当期純利益 350円53銭

９. 収益認識に関する注記
⑴ 収益の分解

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵ 収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ⑷ 会計方針に関する事項 ④ その他連結計算
書類の作成のための基本となる重要な事項 (ニ) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。

⑶ 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高

（注１）顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、連結貸借対照表のうち「受取手形・完成工事未収
入金等」に含まれている。

（注２）契約負債は、連結貸借対照表のうち「未成工事受入金」である。

10.  １株当たり情報

11.  重要な後発事象
⑴ 自己株式の取得、公開買付け

当社は、2026年４月27日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適
用される同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法
として自己株式の公開買付けを行うことを決議した。また、会社法第178条の規定に基づき、自己株式
の消却に係る事項を決議した。

① 買付け等の目的
関西電力が売却する当社普通株式を自己株式として取得することで、当社普通株式の流動性を損ねる
ことなく比較的短期間に相当規模の自己株式の取得を可能とし、その結果、安定した財務基盤を堅持
しつつ、当社の自己資本当期純利益率（ROE）等の資本効率の向上を実現し、当社基本方針である株
主還元の更なる強化を進めていくため。
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② 自己株式の取得に関する取締役会決議内容
取得対象株式の種類　　　　　　　　当社普通株式
取得し得る株式の総数　　　　　　　33,500,100株（上限）
株式の取得価額の総額　　　　　　　223,680,167,700円（上限）
買付期間　　　　　　　　　　　　　2026年４月28日～2026年６月１日
取得の方法　　　　　　　　　　　　自己株式の公開買付け

③ 自己株式の公開買付の概要
買付け予定の株式数　　　　　　　　33,500,000株
買付け等の価格　　　　　　　　　　普通株式１株につき、6,677円
買付け等の期間　　　　　　　　　　2026年４月28日～2026年６月１日
公開買付公告日　　　　　　　　　　2026年４月28日
決済の開始日　　　　　　　　　　　2026年６月23日

④ 消却に係る事項の内容
消却する株式の種類　　　　　　　　当社普通株式
消却する株式の総数　　　　　　　　33,500,000株
消却予定日　　　　　　　　　　　　2026年６月30日

⑵ 多額な資金の借入について
当社は、2026年４月27日開催の取締役会において、⑴の公開買付けに要する資金に充当することを目
的として、資金の借入れを行うことを決議した。

① 資金使途　　　　公開買付けに要する資金に充当すること
② 借入先　　　　　株式会社みずほ銀行
③ 借入金額　　　　2,300億円
④ 借入実行日　　　2026年６月22日
⑤ 返済期限　　　　2027年３月31日
⑥ 返済方法　　　　期限一括返済
⑦ 担保提供　　　　無

12.  企業結合等関係
当社は、2025年２月28日開催の取締役会の決議に基づき、2025年４月１日付で、三菱電機株式会社から
株式会社北弘電社（以下「北弘電社」という。）の発行済株式の全てを取得し、連結子会社とした。
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取得の対価　現金預金 15,082百万円
取得原価 15,082百万円

⑴ 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称　株式会社北弘電社
事業の内容　　　　屋内配線工事事業、電力関連工事事業、産業設備機器の仕入・販売

② 企業結合を行った主な理由
再開発をはじめとする旺盛な建築工事需要、再生可能エネルギープロジェクトの活性化等によって今
後の市場の盛り上がりが期待される北海道エリアにおいて、多数の施工実績と確固たる顧客基盤、豊
富な技術人員や強固な施工体制を有している北弘電社をグループに迎えることで、両社がそれぞれ保
有する経営資源の相互の補完・共有・活用を図り、地域密着を更に進め、北海道エリアにおける事業
基盤をさらに強化していく。これにより、北海道エリアでの受注拡大を図り、グループ全体として高
いプレゼンスを確立していく。

③ 企業結合日
2025年４月１日

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称
変更はない。

⑥ 取得した議決権比率
100％

⑵ 被取得企業の取得原価及びその内訳

⑶ 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等　309百万円

⑷ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

13,990百万円
② 発生原因

今後の事業展開により期待される超過収益力から発生したもの。
③ 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

－ 29 －



2026/05/25 12:02:23 / 25302515_株式会社きんでん_招集通知

連結注記表

流動資産
固定資産

9,918百万円
3,458百万円

資産合計 13,376百万円

流動負債
固定負債

10,925百万円
1,359百万円

負債合計 12,284百万円

用途 地域 種類 金額
（百万円）

遊休資産
近畿圏           2件 土地 18

その他           1件 土地 0

事業用資産
山口県 機械装置 1,792

和歌山県 機械装置 648
その他 東京都 のれん 612

⑸ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

13.  その他の注記
減損損失

当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基準として支店（社）及び子会社毎に、遊
休資産については個別にグルーピングし、減損損失の判定を行った。
遊休資産については、継続的な地価の下落により、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
事業用資産については、子会社である白滝山ウインドファーム㈱及び白馬ウインドファーム㈱が営んで
いる風力発電事業に係る設備について将来の撤去予定が明確になったため、上記の資産の帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
その他については、当社の連結子会社である㈱ＦＥＮに係るのれんについて、株式取得時において想定
していた収益が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を「減損
損失」として特別損失に計上した。
なお、当該資産の回収可能価額は、遊休資産においては正味売却価額により測定しており、主に不動産
鑑定基準に基づく鑑定評価額等に合理的な調整を行って算出した額によっている。事業用資産において
は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを8.61％で割り引いて算定している。その
他においては使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを8.28％で割り引いて算定して
いる。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自　己
株　式

株　主
資　本
合　計

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

固定資産圧縮
積 立 金

別　途
積立金

繰 越
利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 26,411 29,657 － 29,657 6,602 326 313,400 109,880 430,210 △3,461 482,818
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △21,845 △21,845 △21,845
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

△326 326 － －

当 期 純 利 益 63,584 63,584 63,584
自 己 株 式 の 取 得 △8,246 △8,246
自 己 株 式 の 処 分 239 239 3,614 3,853
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 239 239 － △326 － 42,065 41,738 △4,632 37,345
当 期 末 残 高 26,411 29,657 239 29,896 6,602 － 313,400 151,946 471,949 △8,093 520,163

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 50,653 50,653 533,471
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △21,845
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 －

当 期 純 利 益 63,584
自 己 株 式 の 取 得 △8,246
自 己 株 式 の 処 分 3,853
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 15,635 15,635 15,635

当 期 変 動 額 合 計 15,635 15,635 52,980
当 期 末 残 高 66,288 66,288 586,452

(単位：百万円)
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個 別 注 記 表

１. 重要な会計方針
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② デリバティブ
時価法

③ 棚卸資産
未成工事支出金

個別法による原価法
材料貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用している。
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物及び構築物　　　10年～50年
機械装置及び運搬具　 3 年～ 7 年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用している。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
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⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、か
つ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上している。

③ 完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合責任により要する費用に備えるため、当事業年度の完成工事高のうち当社に
契約不適合責任のある完成工事高に対し、将来の見積補償額に基づいて計上している。

④ 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上している。

⑤ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法に
より費用処理している。

⑷ 収益及び費用の計上基準
当社は、電気工事（配電工事、ビル・工場等の一般電気工事、送電線工事、発変電所工事等）、情報通
信工事（電気通信工事、計装工事等）、環境関連工事（空調管工事等）、内装設備工事及び土木工事並
びにその他これらに関連する事業を営んでいる。
主な履行義務の内容としては、顧客との契約において受注した上記の工事等について、施工して引渡す
義務を負っている。
一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の進捗度を合理的に見積ることができる場
合は、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し（進捗度の見積りは発生原価に基づくイン
プット法）、進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を
回収することが見込まれる場合は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時ま
で、原価回収基準を適用している。
また、契約における取引開始日から、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短
い工事契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
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⑸ その他の重要な会計方針
ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振
当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。

２. 表示方法の変更
（損益計算書関係）

前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」は、金額的重要性が
増したため、当事業年度より「営業外費用」の「貸倒引当金繰入額」として独立掲記している。また、前
事業年度において独立掲記していた「営業外費用」の「為替差損」、「支払補償費」及び「撤去費用」
は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めている。

前事業年度において独立掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」は、金額的重要性が乏しくなっ
たため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めている。

３. 重要な会計上の見積り
⑴ 一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高　389,319百万円

② その他の情報
当社は、「１．重要な会計方針 ⑷ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、一定の期間にわたり
充足される履行義務について、履行義務の進捗度を合理的に見積ることができる場合は、当該進捗度
に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法（進捗度の見積りは発生原価に基づくインプット
法）を適用している。
一定の期間にわたり収益を認識する方法の適用にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び決算
日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて完成工事高を算定している。当社はこれらの
見積りについて、工事の進捗等に伴い継続して見直しを行っているが、一定の不確実性が伴うことか
ら、翌事業年度以降の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。
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退職給付引当金 2,327百万円
前払年金費用 8,247百万円

⑵ 工事損失引当金の計上
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　工事損失引当金　8,259百万円
② その他の情報

当社は、「１．重要な会計方針 ⑶ 引当金の計上基準 ② 工事損失引当金」に記載のとおり、受注工
事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その
金額を合理的に見積ることができる工事について損失見込額を見積り、これを基に工事損失引当金を
計上している。
当社は、見積り及びその基礎となる仮定を継続的に見直しているが、一定の不確実性が伴うことか
ら、実際の損失額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の計算書類において認識する金額に重要
な影響を与える可能性がある。

⑶ 退職給付債務
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② その他の情報
当社は、「１．重要な会計方針 ⑶引当金の計上基準 ⑤ 退職給付引当金」に記載のとおり、従業員の
退職給付に充てるため、様々な数理計算上の仮定に基づいて退職給付に係る負債及び退職給付に係る
資産を計上している。これらの仮定には、割引率、年金資産の長期期待運用収益率、退職率、死亡率
等が含まれており、当社は、使用した数理計算上の仮定は合理的であると判断しているが、将来の不
確実な経済条件の変動等によって当該仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の計算書類
において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。
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投資有価証券（株式） 7百万円
関係会社株式 4百万円
長期貸付金 3百万円
合　計 14百万円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 99,895百万円

被 保 証 者 保証金額 被 保 証 債 務 の 内 容
百万円

ワ サ ・ エ レ ク ト リ カ ル ・
サ ー ビ ス ・ イ ン ク 15,788 履行保証　他
ピ ー ・ テ ィ ー ・ キ ン デ ン ・
イ ン ド ネ シ ア 1,903 履行保証
キ ン デ ン ・ フ ィ ル ス ・
コ ー ポ レ ー シ ョ ン 251 借入保証
キ ン デ ン ・ ベ ト ナ ム ・
カ ン パ ニ ー ・ リ ミ テ ッ ド 503 履行保証
キ ン デ ン （ タ イ ラ ン ド ） ・
カ ン パ ニ ー ・ リ ミ テ ッ ド 52 履行保証
ア ン テ レ ッ ク ・ プ ラ イ ベ ー ト ・
リ ミ テ ッ ド 865 履行保証
インターナショナル・エレクトロ-
メ カ ニ カ ル ・ サ ー ビ ス 10,839 履行保証　他

計 30,202

98,749千ＵＳドル 15,788百万円
179,609,132千インドネシア・ルピア 1,903百万円

90,000千フィリピン・ペソ 251百万円
83,838,434千ベトナム・ドン 503百万円

10,701千タイ・バーツ 52百万円
465,086千インド・ルピー 865百万円
248,505千アラブ首長国連邦・ディルハム 10,839百万円

４. 貸借対照表関係
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

下記の資産はＰＦＩ事業を営む当社出資会社の借入金の担保に供している。

⑶ 保証債務の内容及び金額

（注）保証債務の外貨建金額は次のとおりであり、期末日の為替相場により円換算している。
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⑷ 関係会社に対する短期金銭債権 32,140百万円
〃　　　　長期金銭債権 10,693百万円
〃　　　　短期金銭債務 3,593百万円
〃　　　　長期金銭債務 1,140百万円

⑴ 完成工事高のうち関係会社に対する部分 93,206百万円
⑵ 関係会社からの仕入高 16,737百万円
⑶ 関係会社との営業取引以外の取引高 11,033百万円

５. 損益計算書関係

６. 株主資本等変動計算書関係
当事業年度末における自己株式の種類及び総数

普通株式　　　　1,966,478株

７. 税効果会計
繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、未払事業税、未払費用、工事損失引当金等である。繰
延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金である。
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子会社及び関連会社等 (単位：百万円)

種　類 会 社 等 の
名 称

議決権等
の ( 被 )
所有割合

関 連
当 事 者
との関係

取 引 の 内 容 取引金額 科　目 期末残高

その他の
関係会社

関 西
電 力 ㈱

直　接
29.8％

間　接
7.4％

発電事業
工事等の
受 注

営業取引
（※1）

電気工事
の 受 注 1,217

完成工事
未収入金 677

未成工事
受 入 金 0

資 金 の 預 け
（※2） －

預 け 金 10,000

長 期
預 け 金 10,000

その他の
関係会社の

子会社
関 西 電 力
送 配 電 ㈱ －

配電工事
及 び
送 電 線
工事等の
受 注

営業取引
（ ※ 1 ）

電気工事
の 受 注 90,444

完成工事
未収入金 11,946

未成工事
受 入 金 766

その他の
関係会社の

子会社
関 電 不 動 産
開 発 ㈱ － 不動産の

売 買
不 動 産 の 売 買

（※３） 18,042 建 設
仮 勘 定 18,042

子会社
ワサ・エレクト
リカル・サービ
ス ・ イ ン ク

間　接
100％ 債務保証 債 務 保 証

（※４） 15,788 － －

子会社
インターナショ
ナル・エレクト
ロ - メ カ ニ カ ル
・ サ ー ビ ス

直　接
100％ 債務保証 債 務 保 証

（※４） 10,839 － －

８. 関連当事者との取引

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針
（※1）電気工事の受注については、購入材料価格を含む価格交渉のうえ、市場価格等を勘案し

適正な価格により工事請負契約を締結している。
（※2）預け金利率は、市場金利を勘案して決定している。
（※3）不動産の売買については、当社見積価格を提出し交渉のうえ、一般取引条件を勘案し決

定している。
（※4）債務保証は、工事請負に係る金融機関の工事契約履行保証等に対するものである。

２. 資金の預けの取引金額については、前期末残との純増減額を記載している。
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⑴ １株当たり純資産額 2,962円06銭
⑵ １株当たり当期純利益 320円94銭

遊休資産（土地　3件） 18百万円

９. 収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針 ⑷ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。

10. １株当たり情報

11. 重要な後発事象
⑴ 自己株式の取得、公開買付け

当社は、2026年４月27日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適
用される同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法
として自己株式の公開買付けを行うことを決議した。また、会社法第178条の規定に基づき、自己株式
の消却に係る事項を決議した。
詳細については、「連結注記表　11．重要な後発事象」に記載のとおりである。

⑵ 多額な資金の借入について
当社は、2026年４月27日開催の取締役会において、⑴の公開買付けに要する資金に充当することを目
的として、資金の借入れを行うことを決議した。
詳細については、「連結注記表　11．重要な後発事象」に記載のとおりである。

12. その他の注記
⑴ 減損損失の内訳

⑵ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
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